
　政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、
その時期や名義を問わず、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
【禁止されている寄附の例】
お歳暮やお年賀　入学祝・卒業祝　病気見舞い　葬式
の花輪・供花　町内会の集会や旅行などの催物への寸
志や飲食物の差入れ　結婚祝・香典（ただし、政治家
本人が結婚披露宴・葬式等に自ら出席して、その場で
行う場合には罰則が適用されないことがあります。）

 

＊時候のあいさつにも制限があります。
　政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの
時候のあいさつ（電報も含む）を出すのは、「答礼のた
めの自筆によるもの」以外は禁止されています。

鏡野町選挙管理委員会

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。

お問い合せ先　　鏡野町くらし安全課　生活安全係　電話（0868）54ー２６２１

　
年
末
、
年
始
の
繁
忙
期
に
は
交
通
事
故
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
岡
山
県
で
は
「
年
末
・

年
始
の
交
通
事
故
防
止
県
民
運
動
」
が
次
の
と
お
り
展
開
さ
れ
ま
す
。
家
庭
・
職
場
・
地
域
で

活
動
の
輪
を
広
げ
、
み
ん
な
で
交
通
事
故
を
防
止
し
て
楽
し
い
お
正
月
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

◆
実
施
期
間　
　

平
成
28
年
12
月
１
日
（
木
）
〜
平
成
29
年
１
月
６
日
（
金
）

◆
ス
ロ
ー
ガ
ン　
「
交
通
ル
ー
ル
　
守
っ
て
無
事
故
の
　
年
末
年
始
」

◆
重
点
目
標　
　

●
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止　

●
飲
酒
運
転
の
根
絶

　
　
　
　
　
　
　

●
夕
暮
れ
時
・
夜
間
に
お
け
る
交
通
事
故
防
止　

●
横
断
歩
行
者
の
保
護

「
年
末・年
始
の
交
通
事
故
防
止
県
民
運
動
」の
実
施

　
年
末
、
年
始
に
か
け
て
、
忘
年
会
、
新
年
会
、
正
月
な
ど
飲
酒
の
機
会
が
増
え
る
こ
と
か

ら
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
が
増
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
飲
酒
運
転
を
す
る
こ
と
は
も
と
よ

り
、
た
と
え
自
分
が
運
転
を
し
な
く
て
も
、
友
人
や
お
客
さ
ん
な
ど
が
飲
酒
運
転
を
す
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
車
を
貸
し
た
り
、
車
に
同
乗
し
た
り
、
お
酒
を
提
供
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
町
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
「
飲
酒
運
転
を
絶
対
に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
」
こ
と
を
徹
底

し
、
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
ま
し
ょ
う
。

「
飲
酒
運
転
に
は
厳
罰
が…
」運
転
者
以
外
に
も
厳
し
く
適
用
さ
れ
ま
す
。

岡山県　岡山県警察　岡山県交通安全対策協議会　岡山県交通安全協会
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